
保健師に係る研修のあり方等に関する検討会  
         中間とりまとめ概要  (平成26年12月） 

【経緯】  
 「地域における保健師の保健活動について」
（平成25年４月19日付け健発0419第１号）の
中で、地方公共団体（以下「自治体」とい
う。）に所属する保健師について、日々進展す
る保健、医療、福祉、介護等に関する専門的な
知識及び技術、連携・調整に係る能力、行政運
営や評価に関する能力を養成するよう努めるこ
ととされており、自治体は研修等により体系的
に人材育成を図っていくこととされている。 

  しかし、国や自治体等が実施している保健師
の研修については、必ずしも系統的に行われて
いないこと等が課題とされていることから、こ
れらの課題を解決するため、本検討会では平成
26年５月より５回にわたり保健師に係る今後の
研修のあり方等について検討を重ねてきた。 

 

 
  中間とりまとめでは、本検討会におけるこれ
までの議論を踏まえ、課題の整理と今後の検討
の方向性を示した。 
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資料７ 



（１）保健師の人材育成に係る背景及び系統的な研修の必要性について 

 ○地域保健関連施策等の変化に伴い、施策が分野ごとに実施される中、総合的に施策を推進す 
  る上で、保健師には一層の連携調整能力の習得が求められている。 
 ⇒連携調整能力を習得するための系統的な研修体制の構築 

 ○自治体内の保健師の年齢構成の偏りや配置人数の規模によっては、保健師の指導者の確保や 
  系統的な研修の実施、ジョブローテーションによる人材育成の体制づくりが難しい。 
 ⇒人材育成を進める上で、保健師の研修やジョブローテーション等に対する自治体としての理 
  解及び必要性に対する合意を得ること 

 

（２）各期の考え方や保健師に求められる能力について 

 ○新任期：個別支援や地区診断に基づく地区管理等の能力を醸成し、保健師としての基本的な 
       視点及び実践能力を獲得する時期である。 
 ⇒事例管理、健康危機管理等の管理機能を管理期に発揮できるようにするため、管理能力の育 
  成についても新任期から系統的に進めること 
 ⇒各保健師の基本的能力の習得状況を確認しつつ、個別性に着目した人材育成のあり方を検討 

 ○中堅期：管理職を志向する者もいれば、現場での実践能力を高めてより専門性を発揮してい 
       きたいと考える者もおり、出産・育児の時期と重なるため、産休や育休を取得する 
                 保健師も多い。 
 ⇒多様性を踏まえた対応を検討するとともに、主体的に自らの目指すべき方向を考えることが 
  できるよう、人材育成を推進すること 
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 ○管理期：定義が様々である。また、健康危機管理、組織運営管理等の管理機能の発揮が求め 
                 られる。近年、部長職や課長職に就く保健師が徐々に増えている。 
 ⇒定義を明らかにすることや管理能力の習得 
 ⇒職位に就くまでに必要な能力を系統的に習得することができる人材育成体系を構築すること 

 ○統括的な役割を担う保健師：保健師活動指針に役割や位置づけが明記されたこともあり、自 
  治体においてその重要性が認知され、配置が進んできている。 
 ⇒このような役割を担う保健師の配置と継続的な確保に向けた各自治体における育成 
 

（３）関係機関等との連携について 

 ○関係機関等との研修実施における連携状況について実態把握が十分ではない。 
 ⇒どのような連携・活用が効果的なのか、留意点等を含めた実態を把握すること 
 

（４）自治体組織における研修の意義の明確化について 

 ○各自治体にある係員、係長、課長、部長といった職位ごとの研修に加え、保健師には専門職 
  としての資質向上を図ることが重要であり、職種別の研修体系を用意している自治体もある。 
 ⇒各研修の対象や目的、キャリア形成上の位置づけ等の明確化 
 

（５）現行の研修事業について 

 ○全国レベルの保健師の研修事業は、国立保健医療科学院、日本看護協会、全国保健師長会等 
  の実施主体により実施されており、一定の効果をあげている。 
 ⇒研修の対象者や到達目標等について実施主体ごとの役割分担の整理 
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（１）体系的な研修体制の構築 

 本検討会の議論や厚生労働科学研究の報告書のほか、｢新人看護職員研修ガイドライン～保健師編～｣
の到達目標や｢看護師等養成所の運営に関する手引き｣の保健師に求められる実践能力も参考に、標準
的なキャリアラダーを示すため、さらなる検討を行う。 

 行政職及び専門職の両側面からの保健師の人材育成が体系的に推進されるよう、既に人材育 
  成の仕組みを構築している自治体や厚生労働科学研究等の成果を参考に、キャリアラダーや 
  キャリアパス等を整理して示す。 
 一般企業の取組等も参考に産休・育休取得者のキャリア継続支援の充実策の検討を行う。 
 

（２）既存の研修事業のあり方 

 研修派遣の必要性が自治体に理解されるよう、研修の成果がどのように業務に生かせるのかを明確に
するため、関係機関・団体が実施する研修の役割分担の調整及び各研修間の関係性について検討を行
う。 

 個々の研修については、研修自体の改革、補助金の活用、大学院との連携、遠隔教育システムの併用
など多角的に、かつ自治体の現状に配慮した方向で検討する。 

 

（３）関係機関等との連携体制の構築 

 都道府県の取組や都道府県と市町村との連携状況等の事例を集約し、連携の促進方策を検討する。 
 教育機関や関係団体等と自治体との研修の企画・運営等の連携の実態について全国的なデータや事例

を集約した上で、保健師の現任教育における有効な連携方策等を検討し、提示する。 
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